
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

☆「安全衛生優良企業公表制度」とは？ 

労働安全衛生に関して積極的な取組を行っている企業を認定・企業名を公表し、社会的な

認知を高め、より多くの企業に安全衛生の積極的な取組を促進するための制度です。 

安全・健康で働きやすい職場をより増やしていくために、平成２７年６月より、申請の受

付が開始されています。 

 

★「安全衛生優良企業」とは？ 

 労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、高い安全衛生水準を維

持・改善しているとして、厚生労働省から認定を受けた企業のことです。 

 基準を満たした企業は、３年間の認定を受けることができます。 
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優良企業の認定を受けると、 

認定マークを商品や広告などに 

使用でき、取引先や求職者に 

ＰＲできます！ 
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改正労働安全衛生法に基づき、ストレスチェックと面接指導の実施等が事業者に義務付け

られます。（従業員数５０人以上の事業場） 

 ※ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査です。 

 
 
 ・実施は１年ごとに１回で、調査票を用いて医師等による労働者のストレスチェックを行

います。 

 ・結果は本人のみに通知され、本人の同意がない限り事業者に提供されることは禁止され

ています。 

 ・高ストレス者として面接指導が必要と評価された労働者から申し出があったときは、医

師による面接指導を行うことが事業者の義務になります。 

 
 
 ・従業員５０人未満の事業場は、当分の間努力義務となりますが、同一都道府県に所在す

る複数の事業場が、合同で医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、

ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成

を受けることができる制度です。 

 

１．ストレスチェック（年１回）を行った場合 

  １労働者につき５００円を上限として、その実費額を支給 

２．ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合 

     １事業場あたり産業医１回の活動につき２１，５００円を上限として、その実費額を支

給（１事業場につき年３回を限度） 

 

 

 

 ・産業医、保健師等ストレスチェックの実施者、事業者、衛生管理者等のストレスチェッ 

ク制度担当者等からの実施方法、実施体制、不利益な扱いなどに関する相談にお答えし 

ます。 

 

電話番号：全国統一ナビダイヤル ０５７０－０３１０５０ 

※通話料がかかります 

受付時間：平日１０時～１７時（土曜、日曜、祝日、１２月２９日～１月３日は除く） 

 

～ストレスチェック制度の概要～ 

～実施促進のための助成金～ 

☎ストレスチェック制度サポートダイヤル☎ 
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＜センターの目的＞ 

 川西市中小企業勤労者福祉サービスセンター（愛称：パセオかわにし）は、個々の事業所では行 

えいような各種の福利厚生事業を実施し、従業員が楽しく働ける環境をつくること、またそれによ 

って企業にとって安定した労働力の確保と発展を図ることを目的としています。 

 

＜加入条件＞ 

 市内に主たる事務所、店舗、工場などがある従業員１人以上300人以下の中小企業の事業主様で 

す。 

 

＜対象者＞ 

 常時雇用している全従業員（事業主、役員、家族従業員も対象）と期間を定めて雇用している従 

業員、パートタイマーが対象です。また、退職者のうち、事業主が特に認めた場合は、退職後３年 

を限度に継続することができます。 

 

＜会費＞ 

①厚生事業のみの加入         会員１人当たり月２５０円 

②厚生事業＋慶弔給付事業の加入    会員１人当たり月４００円 

・厚生事業…健康診断補助、スポーツ大会の開催、バスツアーの実施、旅行・宿泊補助、

チケット等のあっせん、映画館の利用割引 

・慶弔給付事業…結婚、出産、入学等の祝金や、死亡慶弔金、各種見舞金 
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～優良従業員～ 

市内事業所に３０年以上勤務し、商工業の振興発展の寄与した方 

～技能功労者～ 

市内事業所に勤務する技能者または市内で事業を営む技能者で、 

３０年以上の経験があり、優れた能力を持つ５０歳以上の方 

  

※応募する際は、川西市商工会、もしくは、同業者組合からの推薦が必要です。 

 

 

＜応募締切＞ 平成２７年９月１６日（水）必着 

＜応募方法＞ 川西市役所２階の産業振興課に備え付けの用紙に記入し、同課に提出 

＜表彰式＞  日時：平成２７年１１月２４日（火）午後２時～ 

         場所：川西市商工会館経済交流センター４階 

 

 

 

 

 

 

 

専門の相談員が賃金、退職金、解雇や労働災害などについての相談に無料で応じます。  
 区  分  労 働 相 談 

実 施 日 
時   間 

 第２・第４水曜日 
 午前９：３０～１１：３０（１人約２０分程度）４人まで 

相談方法  面談・要予約 ℡０７２（７４０）１１６２ 

 対  象   市内在住または在勤の方 

    
◎場 所 川西市小花１－８－１  

パレットかわにし２Ｆ 相談室（ジョイン川西内） 
※右図参照 
 

◎交 通 阪急電鉄宝塚線川西能勢口駅東出口南へ１００ｍ 

     ＪＲ川西池田駅下車東へ５００ｍ 

優良従業員・技能功労者を表彰します 


